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○
環
境
省
令
第
三
十
号

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
第
五
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に

第
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日

環
境
大
臣

望
月

義
夫

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
総
理
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
南
極
特
別
保
護
地
区
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別添２
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第一南極特別保護地区

マック・ロバートソン・ランドのテイラー・ルッカリー

この地区は、南緯67度27分４秒東経60度52分58秒の地点を起点とし、

同地点と南緯67度27分17秒東経60度53分29秒の地点を結ぶモーソン海岸

の海岸線、同地点と南緯67度27分17秒東経60度53分31秒の地点を結ぶ直

線、同地点と南緯67度27分21秒東経60度53分27秒の地点を結ぶモーソン

海岸の東にある島の東海岸線、同地点と南緯67度27分22秒東経60度53分1

9秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯67度27分27秒東経60度53分７秒の地

点を結ぶモーソン海岸の海岸線、同地点と南緯67度27分29秒東経60度53

分４秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯67度27分29秒東経60度53分２秒

の地点を結ぶ直線、同地点と南緯67度27分30秒東経60度53分の地点を結

ぶ直線、同地点と南緯67度27分29秒東経60度52分57秒の地点を結ぶ直線

、同地点と南緯67度27分29秒東経60度52分55秒の地点を結ぶ直線、同地

点と南緯67度27分28秒東経60度52分54秒の地点を結ぶ直線、同地点と南

緯67度27分27秒東経60度52分51秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯67度2

7分27秒東経60度52分49秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯67度27分28秒

東経60度52分48秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯67度27分28秒東経60

度52分47秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯67度27分28秒東経60度52分4

6秒の地点を結ぶ直線、同地点と南緯67度27分28秒東経60度52分46秒の地

点を結ぶ直線、同地点と南緯67度27分24秒東経60度52分45秒の地点を結

ぶ直線、同地点と南緯67度27分20秒東経60度52分50秒の地点を結ぶ直線

、同地点と南緯67度27分19秒東経60度52分49秒の地点を結ぶ直線、同地

点と南緯67度27分18秒東経60度52分50秒の地点を結ぶ直線、同地点と南

緯67度27分５秒東経60度52分57秒の地点を結ぶ氷崖の東端の線、及び同

地点と起点を結ぶ直線により囲まれた区域（次の地図の斜線部分）から

成る。
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別
記
第
十
九
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「南

緯
8
2
度
2
9
分
4
3
秒
西
経
5
0
度
5
0
分

」
を
「南

緯
8
2
度
2
9
分
3
0
秒
西
経
5
0
度

5
1
分
5
8
秒

」
に
、
「北

か
ら
7
4
度
の
方
角
に
引
い
た
直
線
を
北
西
に
進
み

南
緯
8
2
度
2
9
分
3
3
秒
西
経
5
0
度
5
4
分
4
1
秒

、

の
地
点
に
至
り

同
地
点
か
ら
氷
河
の
縁
を
西
進
し

南
緯
8
2
度
2
9
分
4
8
秒
西
経
5
0
度
5
6
分
1
1
秒
の
地
点
に
至
り

同
、

、
、

地
点
か
ら
西
方

北
か
ら
1
6
3
度
の
方
角
に
引
い
た
直
線
を
南
西
に
進
み

南
緯
8
2
度
3
0
分
5
0
秒
西
経
5
0
度
5
8
分
1
6
秒
の

、
、

地
点
に
至
り

同
地
点
か
ら
氷
河
の
縁
を
南
進
し

南
緯
8
2
度
3
1
分
4
5
秒
西
経
5
1
度
１
分
2
7
秒
の
地
点
に
至
り

同
地

、
、

、

点
か
ら
西
方

北
か
ら
1
0
8
度
の
方
角
に
引
い
た
直
線
を
南
西
に
進
み

」
を
「北

か
ら
1
1
5
度
の
方
角
に
引
い
た
直
線

、
、

を
西
南
西
に
進
み

南
緯
8
2
度
2
9
分
3
7
秒
西
経
5
0
度
5
4
分
の
地
点
に
至
り

同
地
点
か
ら
西
方

北
か
ら
1
6
3
度
の
方
角

、
、

、

に
引
い
た
直
線
を
南
南
西
に
進
み

南
緯
8
2
度
3
0
分
９
秒
西
経
5
0
度
5
5
分
1
1
秒
の
地
点
に
至
り

同
地
点
か
ら
西
方

、
、

、

北
か
ら
1
3
1
度
の
方
角
に
引
い
た
直
線
を
南
西
に
進
み

南
緯
8
2
度
3
0
分
3
4
秒
西
経
5
0
度
5
8
分
5
8
秒
の
地
点
に
至
り

同
、

、

地
点
か
ら
氷
河
の
縁
を
南
進
し

南
緯
8
2
度
3
1
分
4
4
秒
西
経
5
1
度
１
分
5
3
秒
の
地
点
に
至
り

同
地
点
か
ら
西
方

北
、

、
、

か
ら
5
9
度
の
方
角
に
引
い
た
直
線
を
北
西
に
進
み

南
緯
8
2
度
3
1
分
3
4
秒
西
経
5
1
度
４
分
５
秒
の
地
点
に
至
り

同
地

、
、

点
か
ら
氷
河
の
縁
を
西
進
し

南
緯
8
2
度
3
1
分
2
7
秒
西
経
5
1
度
８
分
1
1
秒
の
地
点
に
至
り

同
地
点
か
ら
西
方

北
か

、
、

、

ら
1
3
9
度
の
方
角
に
引
い
た
直
線
を
南
西
に
進
み

南
緯
8
2
度
3
1
分
5
0
秒
西
経
5
1
度
1
0
分
5
4
秒
の
地
点
に
至
り

同
地
点

、
、
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か
ら
氷
河
の
縁
を
南
進
し

」
に
改
め
、
地
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

、
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別
記
第
四
十
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「テ

レ
ホ
ン
湾

」
を
「テ

レ
フ
ォ
ン
湾

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
七
南
極
特
別
保
護
地
区
中
「南

緯
7
7
度
3
3
分
1
2
秒
東
経
1
6
6
度
９
分
5
6
秒

」
を
「南

緯
7
7
度
3
3
分
1
1
秒
東

経
1
6
6
度
９
分
5
9
秒

」
に
改
め
、
「起

点
と
し

」
の
下
に
「

同
地
点
か
ら
東
方

北
か
ら
８
度
の
方
角
に
引
い
た
直
線

、
、

を
北
北
東
に
進
み

ポ
ニ

ー湖
の
北
東
に
あ
る
湖
の
東
に
あ
る
地
点

（南
緯
7
7
度
3
3
分
1
1
秒
東
経
1
6
6
度
９
分
5
9
秒

）に
、

至
り

」
を
加
え
、
「南

緯
7
7
度
3
3
分
８
秒

」
を
「南
緯
7
7
度
3
3
分
７
秒

」
に
、
「東

経
1
6
6
度
1
0
分
3
3
秒

」
を
「東

経
1

6
6
度
1
0
分
3
2
秒

」
に
、
「南

緯
7
7
度
3
3
分
1
6
秒

」
を
「南

緯
7
7
度
3
3
分
1
5
秒

」
に
、
「南

緯
7
7
度
3
3
分
1
3
秒

」
を
「南

緯
7
7
度
3
3
分
1
2
秒

」
に
改
め
、
地
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
四
の
四
十
六
の
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九
十
一

サ
ウ
ス
・
シ
ェ
ト
ラ
ン
ド
諸
島
の
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
島
に
建

南
緯
六
十
二
度
三
十
八
分
二
十
九
秒

て
ら
れ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
セ
ン
ト
ク
リ
メ
ン
ト
・
オ
ー
リ
ド

西
経
六
十
度
二
十
一
分
五
十
三
秒

ス
キ
ー
基
地
の
レ
イ
ム
・
ド
ッ
グ
小
屋

九
十
二

千
九
百
五
十
九
年
か
ら
二
千
十
年
ま
で
南
極
地
域
で
使
用
さ

南
緯
六
十
九
度
二
十
二
分
四
十
一
秒

れ
た
雪
上
重
ト
ラ
ク
タ
ー
「
ハ
リ
コ
フ
チ
ャ
ン
カ
」

東
経
七
十
六
度
二
十
二
分
五
十
九
秒

別
表
第
六
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
一
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
南
緯
六
十
七
度
二
十
七
分
四
十
八
秒
東
経
六
十
度
五
十
三
分

十
六
秒
」
を
「
南
緯
六
十
七
度
二
十
七
分
六
秒
東
経
六
十
度
五
十
三
分
十
七
秒
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
科
学
的

調
査
」
の
下
に
「
又
は
管
理
活
動
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
南
緯
六
十
七
度
二
十
七
分
四
十
九
秒
東
経
六
十
度
五

十
三
分
九
秒
」
を
「
南
緯
六
十
七
度
二
十
六
分
十
七
秒
東
経
六
十
度
五
十
九
分
二
十
三
秒
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
二
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
十
三
号
中
「
科
学
的
調
査
」
の
下
に
「
又
は
管
理
活
動
」
を
加
え
、
「
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当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示
」
を
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工

作
物
を
除
去
」
に
、
「
な
お
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
を
「
な
お
、
当
該
工

作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日
を
明
示
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
四
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を
明
示

」
を
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
に
、
「
な
お
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は

、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
を
「
な
お
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予
定
日

を
明
示
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
五
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
四
号
中
「
原
則
と
し
て
、
」
を
削
り
、
「
当
該
地
区
の
直
上
空
域
を
飛

行
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
」
を
削
り
、
「
場
合
に
お
い
て
も
」
を
「
場
合
を
除
き
」
に
改
め
、
「
南
に
あ
る
区
域
」
の

下
に
「
（
以
下
「
飛
行
制
限
区
域
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

な
お
、
科
学
的
調
査
又
は
管
理
活
動
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
も
、
飛
行
制
限
区
域
の
地
表
か
ら
高
度
三

百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域
を
飛
行
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
六
第
六
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
南
緯
七
十
二
度
十
九
分
十
四
秒
」
を
「
南
緯
七
十
二
度
十
九
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分
十
三
秒
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
直
上
空
域
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
高
度
六
百
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
空
域
」

を
加
え
る
。

別
表
第
六
第
十
九
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
八
号
た
だ
し
書
を
削
る
。

別
表
第
六
第
四
十
八
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
三
号
中
「
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
及
び
設
置
年
月
日
を

明
示
」
を
「
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
に
、
「
な
お
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
当
該
工
作
物
を
除
去
」
を
「
な
お
、
当
該
工
作
物
に
国
名
、
設
置
者
名
、
設
置
年
月
日
及
び
除
去
予

定
日
を
明
示
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
五
十
五
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
五
号
中
「
十
三
人
」
を
「
九
人
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
十

二
人
」
を
「
八
人
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
第
六
十
四
南
極
特
別
保
護
地
区
の
項
第
八
号
中
「
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
設
置
期
間
が
三
年
を
超
え
な
い

」
を
「
必
要
な
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
さ
れ
た
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
条
の
確
認
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
環
境
大
臣
に
よ
る
確
認
を
す
る
か
ど
う
か
の

処
分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
要
件
に
つ
い
て
は

、
改
正
後
の
南
極
地
域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


